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    年度 

品目 
令和 4 年度（A） 令和 3 年度（B） 

前年度比 

（A/B×100） 

前年度比 

増減 

古紙類 1,670.6 1,704.2 98.0% ▲ 2.0% 

  新聞紙 866.4 894.2 96.9% ▲ 3.1% 

  雑誌 212.0 225.9 93.8% ▲ 6.2% 

  段ボール 592.2 584.1 101.4% 1.4% 

リターナブルびん 1.6 1.6 100.0% 0.0% 

金属類 132.8 143.6 92.5% ▲ 7.5% 

  空き缶 87.2 92.2 94.6% ▲ 5.4% 

  鉄くず 45.6 51.4 88.7% ▲ 11.3% 

紙パック 12.1 13.2 91.7% ▲ 8.3% 

合計 1,817.1 1,862.6 97.6% ▲ 2.4% 

 

第57号 

令和４年４月から令和５年２月までの集団資源回収実績は、前年同期と比較すると全体

で 2.4％の減少という結果でした。回収実績は年々減少しているのですが、今年度は段ボ

ールの回収量が僅かではあるものの前年度を上回りました。コロナ禍で通販利用増による

段ボール流通量の増加が影響していると思われます。またリターナブルびんの回収量が維

持されたこともあり、毎年 10％程度で進んでいた全体の減少率が抑えられました。 

令和５年５月８日から、新型コロナウィルスの感染法上の分類が「５類」になります。

今まで数年間に及び、拠点・資源庫での回収作業や啓発などの活動を行うことに大変苦労

されたと思います。５類に引き下げられても、新型コロナウィルスがいなくなるわけでは

ありません。ご自身や家族、周りの人へのリスクに応じて、過少にならない程度の適度な

感染対策を続けながら、推進員の活動をしていただきますようお願いいたします。 

 

（単位：ｔ） 

紙パック分の奨励金を福祉団体へ寄附することに同意し

ている集団資源回収登録団体からは、毎年、千歳市社会福祉

協議会へ寄附を行っています。 

令和３年度分の『紙パック奨励金福祉寄附賛同団体』は 126

団体で、寄附額は 53,444 円でした。 

令和４年５月 17 日、財団の五島理事長立ち合いのもと、

賛同団体を代表し、弥生町内会の小司会長から、千歳市社会

福祉協議会の力示会長へ目録を贈呈しました。 

 

 

左から 

力示会長（千歳市社会福祉協議会） 

小司会長（弥生町内会） 

五島理事長（ちとせ環境と緑の財団） 

 紙パック分奨励金寄附  
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クリーンアップ推進員とは、資源回収および再利用等の業務を推進し強化するために、財団と

町内会・自治会とのパイプ役となり、廃棄物の再資源化の成果を拡大することを目的に設置され

ています。 

町内会・自治会 財団 推進員 

短い期間で同じ手続きを 2 回もしなくちゃ 

いけないのは、負担がかかるなぁ… 

年度末の慌ただしい時期を過ぎてから 

書類が提出できるといいのだけれど… 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 推進員の任期は令和 5 年 5 月 23 日までです。 

「推進員の任期」は２年間です。前回の委嘱※１が令和 3 年 5 月 24 日に

行われたので、そこから２年間、令和５年５月 23 日で満了となります。

（みなさんのお手元にある推進員証にも記載しています） 

● 財団からご提案です。 

町内会・自治会での役職を辞められても、推進員は 5 月 23 日の任期満了まで「引継ぎ」

をする期間としていただくのはどうでしょう。 

 

多くの町内会や自治会では、年度ごとに町内会・自治会役員の交代があると思います。

クリーンアップ推進員と兼任されている方も多いので、同じタイミング…今年の３月末

で、推進員の任期も終わると思われていませんか？ 

財団にはこの時期「町内会の環境部長が推進員を兼ねている。４月から違う役職にな

る（又は役員を辞める）ので、推進員も辞任する。」という連絡が多く寄せられます。 

例えば、３月末で推進員が辞任し、４月から新たな推進員を立ててもらう場合、町内

（自治）会長から推薦された方に財団から委嘱するのですが、この方の任期は前任者の

残りの期間を引き継ぐので「令和 5 年５月 23 日まで」となります。 

この方に５月 24 日以降も継続していただく場合でも、新しい推薦状を提出していた

だき、財団から令和５年５月 24 日からの委嘱を受ける必要があります。 

2 カ月弱の間に、同様の手続きを２回お願いすることになります。 

※１委嘱とは特定の職務を  

外部の人に任せ頼むこと。 

 
推進員の仕事ってどんな感じですか？ 
難しいことはありますか？ 

難しいことはなかったですよ。 
どんなことをすればいいのか 
説明しますね！ 

 

 

 

推進員としての活動内容などを話し伝えておくことで、次に推進員に委嘱される方にも

安心していただけるのではないかと思います。 

 

令和 5 年度は推進員改選の年です！  
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● 推進員の委嘱までの流れ 

① ４月上旬に、財団から各町内(自治)会長宛に、推進員の推薦依頼を発送します。 

② 依頼を受けた各会長は、町内(自治)会役員やそれに準ずる方から人選し、本人 

より推薦の承諾を得ます。 

③ 各会長は、財団へ推進員を推薦します。 

④ 財団は、この推薦を受けた方をクリーンアップ推進員に委嘱します。 

 

第２回推進員会議では、頻発している環境センター

の破砕処理施設での火災事故について、センター職員

より、原因である充電池等の不適切排出を防ぐための

取組についての説明がありました。 

また「情報交換会」と題して、事前アンケートを基に

推進員としての活動状況等を話してもらいました。 

苦労されている、工夫されている内容の中には、自らの

町内会で活かせる気付きとなるものもあったのではな

いでしょうか。 

場 所

 

推進員は、町内（自治）会の役員でなくても構いません。町内会に全く関わっていない

方が推進員になることは現実的ではないですが、資源回収や環境問題に興味があり、地域

で活躍されている方、「財団と町内会の橋渡しが出来る」方はいないでしょうか？ 

町内（自治）会から推薦され、委嘱時に 80 歳未満であれば、財団はその方に推進員を

委嘱します。 

もちろん、転居や病気などの特別な事情がなければ、現推進員のみなさんには、是非と

も町内(自治)会から推薦を受けて、活動を継続して頂きますようお願いいたします。 

開催日：令和４年 12 月 16 日(金)  

５ 

７ 

５ 

 
わからないことがあれば 

お問い合わせください。 

第 2 回クリーンアップ推進員会議 
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印刷協力：株式会社カミノ 

【クリーンアップ推進員だよりに関する問い合わせ先】 

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団  

事業課資源振興係 

TEL：0123-26-1213 

FAX：0123-22-1118 

Ｅ-mail：shigen@chitosekankyou-midori.or.jp 

●集団資源回収についての変更があった場合は、必ず財団にご連絡ください！ 

 財団では市民から「資源物を出したいのですが」という問い合わせがあった際、町内会か

らご提供いただいている情報を基に、回収日、回収方法、回収場所などを案内しております。

そのため、集団資源回収に関する情報に変更があった場合は、必ず財団までご連絡をお願いし

ます。 

 また、新年度から団体代表者や連絡先が変わるという町内会等も多いかと思います。その場

合も、速やかに変更届の提出をお願いします。 

●クリーンアップ推進員の活動資金の支給について 

 令和４年４月から令和５年３月までの 12 か月間分の活動資金を、3 月末までに推進員の

みなさんの指定口座へ支給いたします。詳細については支給に併せ、通知書をお送りします

ので、そちらをご確認ください。 

 北海道地球温暖化防止活動推進員の宮森芳子氏を講師に迎え、

化石燃料の大量消費による地球温暖化がなぜ問題になっている

のか、これからのエネルギーとして注目されている再生可能エ

ネルギーとは何かについての話がされました。 

 

 北海道環境トレーナーの石塚祐江氏を講師に迎え、片付けを

行うメリットとして、心と体に余裕ができ、片付けによって発生

した不要品は、積極的に 3R を利用することでお金の節約にもな

り、環境負荷を軽減できるということを学びました。 

開催日：令和４年 11 月 26 日(土)北ガス文化ホール 

開催日：令和５年２月 25 日(土)北ガス文化ホール 

財団からのお知らせ 

ご参加 

ください！ 

 

 

 

講演会・講習会の開催 
 


